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観音寺市の家計簿

令和４年度下半期の財政事情
　令和４年10月１日から令和５年３月31日までの財政事情をお知らせします。（令和５年３月31日現在）
  　　　　問い合わせ先　一般会計ほか　総務課 財政係　　　　☎２３－３９００　Ⓕ２３－３９２０
　  　　　　　　　　　　公営企業会計　下水道課 庶務普及係　☎２５－６８９０　Ⓕ２５－２４７９

市民１人当たりの地方債現在高※
　69万5,897円
臨時財政対策債・合併特例債を除く場合
　29万5,925円

　地方債とは、公共下水道や道路、公共施設
の整備など、多額の費用が掛かる事業の財源
とするため、国や銀行などから長期にわたっ
て借り入れている資金です。

■合併特例債
　合併した市町村のまちづくりに必要な事業
の財源として借り入れる地方債です。償還費用
の70％が国から地方交付税で補てんされます。

■臨時財政対策債
　国から交付される地方交付税の不足分を補
うために借り入れる地方債です。償還費用の
全額が、将来的に国から地方交付税で補てん
されます。

　基金は、家庭でいう「貯金」に当たります。年度間
の財源の不均衡を調整する財政調整基金と、特定の目
的のために積み立てている特定目的基金があります。

財政調整基金 31億1,479万円
その他の基金 46億   182万円

合　　計 77億1,661万円

市民１人当たりの基金現在高※
　13万4,340円

土地
　11,347,803㎡

建物
　  　281,466㎡

※市民１人当たりの地方債、基金現在高は、
人口57,441人（令和５年４月１日現在の住
民基本台帳による）で計算

令和４年度下半期（令和５年３月31日現在）における
一時借入金はありません。

特定の目的のために設置し、一般会計とは区別して経理する会計のことです。

予算現額  340億5,402万円
収入済額  288億4,266万円（収入率84.7％） 支出済額  248億3,448万円（執行率72.9％）

特　別　会　計　名 予算現額 収入済額 Ａ 支出済額 Ｂ 差引額　Ａ－Ｂ
施 設 貸 付 事 業 6,580万円 7,463万円 3,485万円 3,978万円
国 民 健 康 保 険 事 業 75億5,198万円 64億3,681万円 67億1,438万円 △2億7,757万円
国民健康保険伊吹診療所 6,734万円 2,211万円 5,873万円 △3,662万円
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 10億5,052万円 9億3,237万円 8億9,086万円 4,151万円
介 護 保 険 事 業 59億6,332万円 49億6,204万円 49億6,958万円 △754万円
介護予防サービス事業 3,201万円 1,861万円 2,849万円 △988万円
粟 井 財 産 区 401万円 402万円 64万円 338万円
粟 井 坂 瀬 山 林 1,610万円 1,611万円 4万円 1,607万円

市税

地方交付税

その他の交付金

国庫支出金

県支出金

繰入金

諸収入

市債

その他

総務費

民生費

衛生費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

公債費

議会費など

■予算現額　■支出済額（執行率）■予算現額　■収入済額（収入率）

85億9,074万円

63億5,572万円

17億3,951万円

4億7,257万円

55億8,790万円

27億3,198万円

27億8,457万円

7億   190万円

25億2,810万円

25億6,103万円

60億6,862万円

110億4,745万円

31億2,102万円

25億6,302万円

7億5,054万円

30億7,700万円

3億1,890万円

32億6,319万円

35億6,275万円

2億8,153万円

85億4,589万円(99.5%)

64億6,461万円(101.7%)

18億5,283万円(106.5%)

  4億2,254万円(89.4%)

43億1,285万円(77.2%)

14億1,020万円(51.6%)

19億4,029万円(69.7%)

  5億6,109万円(79.9%)

  8億2,310万円(32.6%)

25億   926万円(98.0%)

54億4,805万円(89.8%)

81億2,650万円(73.6%)

20億7,046万円(66.3%)

  6億2,166万円(24.3%)

  6億8,776万円(91.6%)

  9億8,161万円(31.9%)

  2億   839万円(65.3%)

28億8,247万円(88.3%)

35億5,674万円(99.8%)

  2億5,084万円(89.1%)

分担金及び負担金
使用料及び手数料

歳  
入

歳  

出

農業集落排水事業
9,774万円

合併特例債
115億8,970万円

臨時財政対策債
113億8,507万円

その他
100億470万円

公共下水道事業
65億7,359万円

施設貸付事業
3億2,220万円

地方債現在高
399億7,300万円

　地方公営企業法が適用される事業を一般会計と区別して経理する会計のことです。

公営企業会計名 区分 予算額A 執行額B 執行率（B/A）

下水道事業

収益的収支
収入額 11億8,167万円 12億  574万円 102.0%

支出額 12億1,761万円 11億8,765万円   97.5%

資本的収支
収入額   5億4,882万円   3億8,667万円   70.5%

支出額 10億7,644万円   8億8,724万円   82.4%

市有財産基　金

一 般 会 計

特 別 会 計

公 営 企 業 会 計

地方債・一時借入金

市 の 財 産
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●第１次試験日　９月17日(日)

●受付期間
８月１日(火) ～ 15日(火)
午前８時30分～午後５時15分

（土・日曜日、祝日を除く、郵送は当日消印有効）
●申し込み方法　
　秘書課（市役所４階）に持参、郵送またはインターネ
ットから申し込み
　〒768-8601（住所記載不要）
　観音寺市秘書課人事係
●試験案内・試験申込書
　７月３日(月)から、総合案内所（市役所１階）と秘書
課（市役所４階）、各支所で配布します。市ホームペー
ジからもダウンロードできます。
問い合わせ先　秘書課 人事係　☎２３－３９１５　
　　　　　　　　　　 　　　　Ⓕ２３－３９２０

●試験区分・募集人数など

　観音寺こども園で保育教諭として働く入庁２年目の２
人に後輩へのメッセージを聞きました。

大谷 佑綺さん（写真右）

子どもたちの笑顔にいつも元気をもらっています。や
りがいのある仕事なので、元気一杯の子どもたちに囲
まれながら、ぜひ一緒に働いてみませんか？

北野 沙耶さん（写真左）

毎日かわいい子どもたちと一緒に過ごすことができて
とてもうれしいです。私たちと一緒に子どもたちの成
長を見守っていきましょう！

先輩からのメッセージ

●注意
・一般事務（上級）試験との併願はできません。
・電話や電子メールでの資料請求はできません。
・台風接近等のため、試験日を変更する場合は

市ホームページでお知らせします。
・今回の区分以外にも追加で採用募集する場合

があります。

詳しくは詳しくは
ホームページをホームページを
確認してください！確認してください！

市職員を募集します
区分 人数 受験資格

一般事務〈初級〉
（高等学校卒業程度）

１人程度
平成14年４月２日から平成18年４月１日までに生まれた人

（４年制大学を卒業、または卒業見込みの人は受験不可）

保育士･幼稚園教諭
（短期大学卒業程度）

５人程度
平成元年４月２日以降に生まれた人で、保育士資格および幼稚園教
諭免許を併せ持つ人または令和６年３月31日までに取得見込みの人

地域全体で
「高齢者の権利」を守りましょう

このようなサインに気づいたら
相談してください

地域包括支援センター地域包括支援センター
　介護を頑張りすぎていませんか？
　地域包括支援センターでは、「高齢者にきつ
く当たってしまう」などの介護者の悩みに寄り
添い、虐待予防の早期的な支援を行います。

問い合わせ先
　地域包括支援センター（市役所２階）
　　　☎２５－７７９１ Ⓕ２４－８８９１

問い合わせ先
　権利擁護センター（市社会福祉センター内）
　　　　☎２５－７７５２ Ⓕ２５－７７３６

・高齢者に小さな傷やあざがみられる
・高齢者の衣類が汚れたままのことが多い
・家族が介護に疲れ、つらそうな様子が伺える
・怒鳴り声や悲鳴が聞こえる　など

権利擁護センター権利擁護センター

　成年後見制度とは？
　判断能力に応じて「成年後見人」「保佐人」

「補助人」による金銭管理や介護や医療契約
などの支援を受けられる制度です。

　権利擁護センターでは、高齢者や障がいのあ
る人が地域で安心して暮らしていけるように、
「成年後見制度」等の相談を受け、各制度につ
なぐなど支援します。

このような心配があれば
相談してください

・物忘れが増えて財産管理などが不安
・支援してくれる親族がいないため、
　施設入所など老後の生活が心配
・認知症で一人暮らしの親を
　消費者被害から守りたい など

　高齢者が受けやすい権利侵害に、消費者被害と高齢者虐待があります。
　一人で過ごす時間が多く、認知症などで判断能力が低下すると、誰かに相談しにくく、周囲も
異変に気付きにくいことがあります。そのため早期発見が難しく、気付いたときには深刻化して
いることも少なくありません。
　高齢者の権利侵害は身近な問題です。高齢者の皆さんが
住み慣れたまちで安心して尊厳のある生活が送れるように
地域全体で高齢者の権利を守りましょう。




